
ママの働き方応援隊 愛知碧海校 規約 

 

第一条（名称）この団体はママの働き方応援隊 愛知碧海校とする。 

 

第二条（所在地）この団体を次の所在地におく。 

        愛知県知立市長篠町新田東４９－９レジェンド長篠１０１ 

 

第三条（目的）この団体は、０から３歳の赤ちゃんを抱える、社会と隔絶し、孤立しがち

な時期に社会貢献活動をすることで、社会とつながり、母親とその赤ちゃんの社会貢献に

よる自己肯定感を高める。 

 

第四条（構成員）０から３歳の赤ちゃんをお持ちの母親。育児経験のある母親。 

 

第五条（役員）代表：鈴木 沙智絵 

 

第六条（運営）この団体の事業は委託業務契約を結んだ学級（刈谷、知多、豊田、豊橋、

豊橋富士見）と相談の上、決定していく。 

 

第七条（財務）この団体の事業収支は代表が担う。 

 

第八条（改正）この団体の方針は委託業務先である所属学級（刈谷、知多、豊田、豊橋、

豊橋富士見）と会議にて、出席者の３分の２で決定していく。 

 

第九条（設立年月日）本会の設立年月日は平成２７年８月１日である。 

 

第十条（規約施行日）本会則は平成２８年１０月１日より施行する。 

 

ママの働き方応援隊 愛知碧海校 

愛知県知立市長篠町新田東４９－９レジェンド長篠１０１ 

代表 鈴木 沙智絵 

 


